
様式９（添付１－３） 

 

令和５年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【   豊中市   】   

 TEL：06-6858-2573    ／ FAX： 06-6846-9649   ／ E-mail： jinkenkyou@city.toyonaka.osaka.jp 

令和５年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

【連絡・協議会体制】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

必要に応じて各会と協議 

                      

                             

           

 

担当者の配置 

 

巡回指導     

      

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市国際教育推進連絡会 

・国際関連団体等 7人 

・ユネスコスクール代表等 4人 

・教育委員会事務局 2人 

 

 

 

 

豊中市在日外国人教育推進協議会 

・市立学校園等関係者 8人 

・教育委員会事務局 1人 

 

 在日外国人教育推進担当者会 

・市立学校園関係者 80人 

・教育委員会事務局 2人 

豊中市日本語指導担当者連絡会 

日本語指導担当教員 6人 

日本語指導支援員 5人 

学識経験者 1人 

教育委員会事務局 2人 

 

 

 

豊中市教育委員会事務局 学校教育課 人権教育係 

 

 

 

 

 

豊中市立学校 55校 

・市立小学校 38校 

・市立中学校 16校 

・市立義務教育学校 1校 

 

協働体制 

 

 

 とよなか国際交流協会 



日本語等支援体制 
 

 

 

                                                          

 

 

  

    

     

 

 

 

                       

       

            

 

                      

            

 

 

 

 

 

                         

 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（1）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

・豊中市在日外国人教育推進協議会、豊中市在日外国人教育推進担当者会、豊中市国際教育推進連

絡会、日本語指導担当者連絡会の開催 

通訳者及び日本語指導者等の派遣、日本語指導について総合的な支援の仕組みづくりについての協議を行った。 

  

（2）学校における指導体制の構築 

 ・拠点4校（桜井谷小学校、上野小学校、北丘小学校、第八中学校）からの日本語巡回指導の実施 

  ・国際教室の実施（7拠点） 

    桜井谷国際教室・上野国際教室・東豊中国際教室・豊島国際教室・熊野田国際教室・北丘国際教室・高川国際教室 

・こども日本語教室の実施 

  年間115日（対面指導とオンライン指導を併用して実施） 

 

（3）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

  ・日本語指導担当教員配置校における実施 

 桜井谷小学校 22名、上野小学校 37名、北丘小学校 5名、第八中学校 3名 

  ・巡回指導校における実施  30校 74名 

   のべ141名に対して、「特別の教育課程」に基づいた日本語指導を行った。 

  

（４）成果の普及 

豊中市教育委員会 学校教育課 人権教育係 

帰国・渡日児童生徒相談室 

 

 

 

 

 

市立学校に在籍する 

日本語指導が必要な帰国・渡日児童生徒 

 

 

 

 

 

◆国際教室 

（安心して日本語を学べる

拠点づくり） 

◆通訳者（母語支援者）派遣 

（学校適応のための初期支援） 

◆巡回指導 

（拠点 4 校の日本語指導担当教員及び日本語指導支援員による巡回指導） 

◆こども日本語教室 

（放課後における指導拠点） 



  ・日本語指導研修における日本語指導及び巡回指導に係る実践報告 

・豊中市在日外国人教育推進協議会、豊中市在日外国人教育推進担当者会、豊中市国際教育推進連絡会において

実践及び成果の報告 

  ・学校長会等への周知 

  ・保護者あて案内の設置・配付 

 ・その他関連団体との情報共有 

 

（5）学力保障・進路指導 

  ・多言語による進路相談会を実施（2023年10月8日） 

  ・大阪府立高等学校入学者選抜に係る申請手続等における支援 

  ・こども日本語教室での高校進学に向けた学習指導 

 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール 

  ・外国人保護者のための小学校入学準備説明会を実施（2024年1月28日） 

  ・多言語対応（中国語・インドネシア語・タイ語・英語） 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

  ・こども日本語教室におけるオンライン指導の実施 

  ・日本語指導担当教員によるオンライン日本語指導の実施 

  ・児童生徒用タブレット端末での翻訳アプリを活用した学校生活支援 

  ・複数校の国際教室をリモートでつないだ交流会の開催 

 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

・日本語指導担当者連絡会を中心にした帰国・渡日児童生徒の日本語力の把握 

・学校における日本語能力測定 

・こども日本語教室における日本語能力測定 

 

（10）日本語指導ができる、又は児童生徒の母語が分かる支援員の派遣 

  ・学校への通訳者派遣 

  ・国際教室（7校）への支援員派遣 

  ・日本語指導者（有識者）による学校訪問 

  ・日本語指導支援員による日本語巡回指導の実施 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（1）運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

   〈成果〉帰国・渡日児童生徒の受け入れや日本語指導に関する指導内容について協議体制が確立さ

れつつある。 

〈課題〉帰国・渡日児童生徒が在籍する全ての学校現場において、日本語指導に係る実践研究会や担

任者連絡会等を実施していく必要がある。 

 

（2）学校における指導体制の構築 

   〈成果〉日本語指導担当教員配置校4校を設け、市内各校を巡回指導するとともに、各協議会・連絡会

などに担当教員が参加し、日本語指導体制の整備と指導方法や教材等の情報共有を行った。 

   〈課題〉日本語指導を担当できる教員の資質向上と育成が急務である。また、巡回校における日本語指

導及び多文化共生教育に係る体制づくりを進める必要がある。 

 

（3）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 



   〈成果〉今年度はのべ141人に対して「特別の教育課程」に基づき日本語指導を行った。 

   〈課題〉市内の日本語指導体制を充実させるとともに、指導計画とその目標設定・指導方法等について

議論を重ねていく必要がある。 

 

(4)成果の普及 

〈成果〉各協議会・連絡会等において、実践や成果、今後の課題についての情報共有、各学校への情

報発信ができた。 

〈課題〉帰国・渡日児童生徒及びその保護者に対し、効率的な広報のあり方を研究していく必要がある

。 

 

(5)学力保障・進路指導 

   〈成果〉多言語による進路相談会を開催し、帰国外国人生徒とその保護者へ必要かつ正確な情報を伝

えることができた。 

   〈課題〉本取組の周知を徹底し、対象生徒や保護者への情報提供の機会を充実させることが必要であ

る。 

 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール 

   〈成果〉日本での新入学を控え、不安を抱えている保護者に必要な情報を提供できた。 

   〈課題〉こ幼保小連携により、対象保護者へ確実な情報提供を行う必要がある。 

 

(7)ICTを活用した教育・支援 

〈成果〉児童生徒用タブレット端末の導入により、さまざまな学習成果を発揮できた。 

   〈課題〉ICTを活用した新しい指導法の開発や、既存の視覚教材等との併用、オンライン授業の充実、

学校生活におけるコミュニケーションの活性化など、日本語指導が必要な児童生徒に有益な活

用法を模索・研究していく必要がある。 

 

(9)日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

   〈成果〉日本語能力測定を学校やこども日本語教室で行い、帰国・渡日児童生徒の日本語力の把握や

指導計画立案に成果があった。 

   〈課題〉学校への周知とともに、関係者の育成が必要である。また、個々の児童生徒の状況に応じた測

定方法の開発を進める必要がある。 

  

(10)日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

   〈成果〉通訳派遣事業及び国際教室、こども日本語教室に派遣を行った。また、日本語指導支援員によ

る巡回指導を実施し、日本語指導、教科学習の補充などを実施した。 

〈課題〉帰国・渡日児童生徒全てに十分な支援ができるよう、通訳者の確保、支援員の確保が必要であ

る。また、学校関連文書の翻訳など学校からのニーズが多様化しており、多言語化対応を進め

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

       

100 人 

（  21校） 

 

   25 人 

（  10校） 

   2 人 

（  1 校） 

      

人 

（   校）  

      

人 

（   校） 

 

人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

      

100 人 

（  21校） 
 

      

25 人 

（  10校） 

 

   

 2 人 

（  1校） 
 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

 

 

 

 


